
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

電子部
品との２００００回の摩擦 により生ず

子部品の表面の帯電圧が絶対値で２０００Ｖ以下である電子部品容器。
【請求項２】
　

電子部
品との５００回の摩擦 により生ず
子部品の表面の帯電圧が絶対値で１０００Ｖ以下である電子部品容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＣ等の静電気に敏感な電子部品の容器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＩＣ等の静電気によって破壊され易い電子部品が収納される電子部品容器は、従来、電子
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電子部品と接する面が、電子部品のエポキシ系樹脂封止剤に対して、帯電列で正極側に
あるポリスチレン（シンジオタクチックポリスチレンを除く）と負極側にあるポリエチレ
ンの両方のブレンド物、又はこれらの構造を同時に有する樹脂を含有してなり、該

（振れ巾：２２ｍｍ、摩擦速度：３００往復／分）
る電

電子部品と接する面が、電子部品のエポキシ系樹脂封止剤に対して、帯電列で正極側に
あるポリスチレン（シンジオタクチックポリスチレンを除く）と負極側にあるポリエチレ
ンの両方のブレンド物、又はこれらの構造を同時に有する樹脂を含有してなり、該

（振れ巾：２２ｍｍ、摩擦速度：３００往復／分） る電



部品と容器間の接触、摩擦により発生する静電気を除去し易く、また発生した電荷が容器
中に均一に分散し電位差を生じにくくするために導電性を付与する事が一般的に行なわれ
ている。例えば、導電性を有する金属材料、カーボン繊維やカーボンブラックを練り込ん
だ樹脂を成形したものを使用したり、あるいは成形後の容器表面へカーボンブラック等の
導電性の塗料を塗布することにより導電性を付与したものが使用されている。
【０００３】
これらの電子部品容器は静電気が発生した場合に接地により電気が逃げ易いとの特長を有
し、電子部品の静電気破壊を防止してきた。しかし、そのようにしても完全に静電気破壊
を防止できない場合がある。とくに、電子部品の高集積化に伴い電子部品内の配線が微細
化されるに従い、導電性樹脂を電子部品容器として使用した場合に於いても、電子部品表
面の静電気による障害、破壊が発生するようになり問題となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、電子部品の静電気破壊を防止する容器を提供することを課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
従来の電子部品容器は導電性を付与することにより、発生した静電気を除電して電子部品
を静電気破壊より守ろうとするものであり、ＩＣ等の電子部品との摩擦により発生する静
電気の“発生し易さ”については全く考慮されていなかった。電子部品容器が導電性であ
っても、電子部品容器とＩＣとの摩擦によりＩＣは帯電し、またＩＣ表面の封止剤は帯電
し易く、更にＩＣ外装表面の封止剤は非導電性であるために、ＩＣ外装表面に発生した電
荷は電子部品容器を接地しても完全に除去出来ないということには何の配慮もしていなか
った。発明者らの測定によれば導電性を有する電子部品容器であっても絶縁状態でＩＣを
収納した容器に振動を与えた場合、ＩＣの表面の帯電電圧は１万Ｖ、２万Ｖを超える事が
あることを確認した。ＩＣの表面に帯電した静電気はＩＣを破壊するに十分である。
【０００６】
本発明は電子部品と容器が摩擦しても静電気自体が発生しない、あるいは発生しても電子
部品を破壊するまでは帯電させないというものである。即ち本発明は電子部品との摩擦に
より生ずる、電子部品の表面の帯電電圧の絶対値が低い電子部品容器である。ＩＣ等の電
子部品と、電子部品容器あるいは電子部品容器の表面を成す樹脂組成物との摩擦による帯
電電圧の絶対値を２０００Ｖ以下、好ましくは１０００Ｖ以下とすることにより、ＩＣの
静電気障害、および破壊を抑制することが出来る。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下本発明を詳細に説明する。
本発明に用いられる電子部品容器は樹脂製であり、当該樹脂としては、電子部品容器に収
納される電子部品との摩擦帯電電圧の絶対値が低ければ低いほどよく、その値は電子部品
により異なるが、２００００回の摩擦回数において２０００Ｖ以下、好ましくは１０００
Ｖ以下のものがよい。また、５００回の摩擦回数において１０００Ｖ以下のものも好まし
い。ここで、樹脂は前記性能を満足するものであれば、熱可塑性樹脂であっても熱硬化性
樹脂であってもよいが、熱可塑性樹脂が好ましい。
【０００８】
使用される熱可塑性樹脂としては収納される電子部品の封止剤に用いられている樹脂と帯
電列が近いものが、摩擦帯電電圧を低くすることができる。また、収納される電子部品の
封止剤に用いられている樹脂に対して帯電列で正極性と負極性のものを併用すると摩擦帯
電電圧を低くすることができる。電子部品、特にＩＣの封止剤としてはエポキシ系の樹脂
が広く使われている。そのような電子部品の容器としてはエポキシ系樹脂に対して帯電列
で正極側にあるポリスチレンと、負極側にあるポリエチレンの両方のブレンド物やこれら
の構造を同時に有する樹脂を好適に用いることができる。例えばエチレン構造を主鎖とし
それにスチレン構造がグラフトされた樹脂あるいは、スチレン構造を主鎖としそれにエチ

10

20

30

40

50

(2) JP 3669899 B2 2005.7.13



レン構造がグラフトされた樹脂がある。これらは市販のものをそのまま用いることができ
る。更に前期ブレンド物とこれらの樹脂を併用することもできる。
【０００９】
帯電電圧の絶対値が大きいと、ＩＣチップ等の電子部品に障害、及び破壊を生じ易くなり
問題となる。また、静電気障害、破壊の発生し難い部品においても容器への部品の静電気
吸着を発生し、作業性の低下を招く可能性があり好ましくない。
【００１０】
電子部品容器へのＩＣの水分除去の為に実施される１２０℃以上のエージング工程に耐え
られる耐熱性を付与する為、耐熱性の樹脂を使用することも可能である。
【００１１】
本発明の電子部品容器に用いられる樹脂には、目的の電子部品との摩擦による電子部品と
の帯電電圧が小さいとの特性を損なわなければ、タルク、マイカ、シリカや、アルミナ、
チタン酸カリウムウィスカー、酸化カルシウム等の金属酸化物、炭酸カルシウム、炭酸マ
グネシウム、ケイ酸カルシウム、ガラス繊維、ガラスフレーク、ガラスビーズ等の充填材
等を添加することも可能である。また、同様に非カーボン繊維、スチール繊維、アルミニ
ウム繊維、真鍮繊維、銅繊維、ステンレス繊維等の金属繊維、カーボン繊維、金属被覆し
たカーボン繊維、カーボンブラック、黒鉛粉末、金属被覆したガラス繊維等の導電性物質
を添加することも可能であり、これらの物質の添加により樹脂に導電性を持たせることも
可能である。本発明で電子部品容器が導電性を有する事は何ら問題ではなく、好ましい形
態の一つである。この場合電子部品と直接接触する層を導電化することもできるし、或い
は、電子部品容器を二層以上の構造として、電子部品と直接接触しない層を導電性とする
こともできる。
【００１２】
更に本発明の電子部品容器および樹脂には、本発明の目的を損なわない範囲で補強材、発
泡剤、滑剤、酸化防止剤、紫外線防止剤、カップリング剤、難燃剤、三酸化アンチモン等
の難燃助剤、耐熱安定剤、着色剤を配合することも可能である。
【００１３】
本発明の電子部品容器に用いられる樹脂を作製する方法としては特に限定しないが、公知
の方法、例えばタンブラー或いは、マゼラー等により混合した原料の、単軸押出機や二軸
押出機による溶融混練押出で実施出来る。あるいは、タンブラー或いは、マゼラー等によ
り混合した原料を用いて直接に成形することもできる。
【００１４】
本発明の電子部品容器とは、特に静電気障害を生じ易い電子部品を収納する容器であり、
例えばＩＣチップ用トレイ、ＩＣチップ用キャリアテープがある。また、静電気を生じ難
い容器を使用することにより電子部品の容器への静電吸着も抑制出来るため、ベアチップ
用トレイ、コンデンサ用、コネクター用等の各種部品用キャリアテープ等に使用すること
も可能である。トレイ形状の電子部品容器は前述のとおり一般的な油圧式、トグル式等の
射出成形機にて、加熱溶融後、成形して得ることが出来、一方キャリアテープ形状につい
ては、一般的なフラットダイ法により作成したシートを真空成形、圧空成形等の公知の方
法により成形して得ることがで出来る。尚、多層のフラットダイ法を用い、表層のみをＩ
Ｃとの摩擦帯電圧の小さい樹脂組成とすることも出来る。
【００１５】
【実施例】
以下実施例によって本発明を更に説明する。
【００１６】
（実施例１）
ポリスチレン（東洋スチレン製トーヨースチロールＨＩ－Ｕ２－３０１Ｕ、表１中「ＨＩ
ＰＳ」と略記）７５重量部、高密度ポリエチレン（日本ポリケム製ＨＦ－３１０、表１中
「ＨＤＰＥ」と略記）２５重量部、ポリスチレンとポリエチレンの相溶化材として、ポリ
スチレンを主鎖としポリエチレンを側鎖とするグラフト共重合物（三菱化学製ＶＭＸＡＮ
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－５０Ｆ、表１中「ＰＳ－ｇ－ＰＥ」と略記）３０重量部を使用し、図１に示す板状片を
射出成形により成形した。この板状片を使用し、エポキシ樹脂を封止剤とする電子部品（
ＱＦＰ３２×３２のＩＣ）との摩擦帯電電圧の測定を実施した。摩擦帯電電圧の測定方法
は、図１の板状片を摩擦機上に設置し、除電気を用い板状片を除電した。一方摩擦対象物
となるＩＣについては、帯電電圧を正確に測定する目的でＩＣ金属端子からの電荷の移動
を防ぐ為、端子を切断し絶縁性テープにて同箇所を塞いだ。ＩＣは除電気による除電を実
施した後、板状片に載せ摩擦を行った。摩擦の条件は図１に示す振動方向に、振れ巾：２
２ｍｍ、摩擦速度；３００往復／分の速度とした。摩擦終了後、ＩＣの摩擦箇所の帯電電
圧を測定し、摩擦回数；５０回、２００回、５００回、２００００回での帯電電圧を測定
した。結果を表１に示すが同組成物に於いては帯電電圧の上昇が殆ど観られなかった。尚
、帯電電圧の測定にはキーエンス製の帯電電圧測定器ＳＫ－０３０、ＳＫ－２００を使用
した。
【００１７】
（実施例２～７）
組成を表１のように変えた以外は実施例１と同様に行った。なお、表１中でＰＥ－ｇ－Ｐ
Ｓはポリエチレンを主鎖としポリスチレンを側鎖とするグラフト共重合物（日本油脂社製
商品名モディパ－Ａ１１００）を、ＡＢはアセチレンブラック（電気化学工業社製）を示
す。
【００１８】
（比較例１）
樹脂として、ポリスチレン（東洋スチレン製トーヨースチロールＨＩ－Ｕ２－３０１Ｕ）
１００重量部の樹脂組成物について実施例１と同様に摩擦帯電試験を実施し、摩擦回数と
帯電電圧の関係を測定した。結果を表１に示すが摩擦により帯電電圧が大きく増大した。
【００１９】
（比較例２）
樹脂として、ポリスチレン（東洋スチレン製トーヨースチロールＨＩ－Ｕ２－３０１Ｕ）
１００重量部に導電化剤としてカーボンブラック（東海カーボン製シースト１１６）２５
重量部添加した体積抵抗値が１０ 2Ω・ｃｍの導電性を有する樹脂組成物について実施例
１と同様に摩擦帯電試験を実施し、摩擦回数と帯電電圧の関係を測定した。結果を表１に
示すが導電性を有するにもかかわらず摩擦により帯電電圧が大きく増大した。
【００２０】
（比較例３～５）
樹脂の組成を表１のように変えた以外は実施例１と同様に行った。なお、表１中でＰＶＣ
は塩化ビニル樹脂、Ａ－ＰＥＴはポリエチレンテレフタレート樹脂、ＰＣはポリカーボネ
ート樹脂を示す。
【００２１】
【表１】
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【００２２】
【発明の効果】
電子部品との摩擦に於いて、電子部品の表面に発生する静電気の帯電電圧の絶対値が２０
００Ｖ以下である電子部品容器を用いると、電子部品の静電気障害、破壊の根本的な問題
である静電気の発生を抑えることにより、ＩＣチップ等の電子部品を静電気障害、破壊か
ら護ることが出来る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】ＩＣチップとの摩擦帯電試験に使用する樹脂容器

【 図 １ 】
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